
第２２期  第１9 回 農業委員会総会審議結果 

審 議 内 容 

報 告 第 １ 号  苫小牧市農業委員会事務局職員の任免について 

平成 28 年 3 月 31 日付 （併任解除） 主 査 久野 悟 

 （併任解除） 主 事 伊藤 遼平 

 （任期満了） 農地専門員 松本 達雄 

平成 28 年 4 月 1 日付任用 （併任） 主 査 赤松 英男 

 （併任） 主 事 成田 智哉 

 （併任） 嘱託事務員 野村 春菜 

 （併任） 嘱託事務員 阿部 恵子 

開 催 日 時  平成２８年４月２８日（木曜日） 午後４時００分 ～午後４時５０分

開 催 場 所  苫小牧市役所本庁舎２階２１会議室 

出 席 委 員 

今泉 宏治 及川 末男 亀谷 正司 野村 真理子 工藤 良一 

五十嵐 堅司 黒坂  章 矢農  誠 山内 幸子 谷口 隆昌

山本 まり子 丹羽 秀則  計１２名 

欠 席 委 員 佐久間 貴子 

議事録署名委員 矢農  誠 山内 幸子

審議結果 原案承認 



報 告 第 2 号  平成２８年度農業委員会費の予算について 

１．歳入 

科 目
平成28年度

予 算 額

平成 27 年度

予 算 額
比 較 増 減 内         容

農 業 手 数 料 28,000 28,000 0 現況証明、その他証明手数料

道 支 出 金 1,346,000 1,345,000 1,000
農業委員会交付金

機構集積支援事業補助金

雑 入 188,000 182,000 6,000 農業者年金業務委託手数料、他

計 1,562,000 1,555,000   7,000

２．歳出 

科 目
平成28年度 

予 算 額

平成 27 年度

予 算 額
比 較 増 減 内        容

報 酬 5,352,000 5,352,000 0 委員報酬

報 償 費 0 0 0 委員表彰記念品

旅 費 518,000 669,000 △151,000 費用弁償、視察、諸会議

需 用 費 168,000 170,000 △2,000 消耗品費

役 務 費 43,000 43,000 0 郵便料

使用料及び賃借料 78,000 219,000 △141,000 視察バス借上げ

負担金及び交付金 100,000 100,000 0 農業会議、胆振地方農業委員会連合会

計 6,259,000 6,553,000 △294,000

審議結果 原案承認 

議 案 第 1 号  農地所有適格法人(農業生産法人)要件の確認について 

農 業 生 産 法 人 名 
確 認 要 件 

法人形態要件 事業要件 構 成 員 要 件 業務執行役員要件 

(有) ■■■■■■ ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 

(株) ■■■■■■■■■■■■ ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 ○適  ・ 否 

※農地所有適格法人確認書は別紙１

審議結果 原案可決 



議 案 第 ２ 号－１  農用地等利用集積計画の策定について 

整理 

番号 
２８－１

利用権の設定を受ける者 

住    所 ■■市■■■■■■番地 

氏名又は名称 
株式会社 ■■■■■■■■ 

 代表取締役  ■■■ ■■ 

利用権を設定する者 

住    所 
■■市■■区 

■■■■■丁目■番地■■ 

氏名又は名称 
■■■■■■ ■■■■■■■ 

 理事長 ■■ ■■  

利用権を設定する土地 設定する利用権 

所    在 地  番 現況地目 面 積(㎡) 利用権の種類 内  容 

苫小牧市字美沢 

19 番 1 

19 番 6 

52 番 1 

52 番 13 

53 番 1 

53 番 3 

61 番 

畑 

畑 

畑 

畑 

畑 

畑 

畑 

2,381

401

152,095

19,835

24,173

15,234

24,247

計 238,366

賃借権 普通畑 

設定する利用権 利用権設定等促進

事業の実施により成

立する利用権の設

定等に係る当事者

間の法律関係 

始期 終期 借賃(円) 借賃の支払方法 

平成 28 年５月 1日 平成 29 年 2 月 28 日 
■■■■■■■円/年 

（■■■■円/10a） 

毎年 12 月 10 日

までに指定口座

に振込 賃貸借 

利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 

氏 名 又 は 名 称 設立 農作業従事日数 

株式会社 ■■■■■■■■ 

代表取締役  ■■■ ■■
平成 25年 3 月 15 日 － 

設定等を受ける土地の面積(㎡) 
設定等を受ける者が耕作又は養蓄の事

業に供している農用地の面積(㎡) 

設定等を受ける者の主たる 

経営作目 

農   地 238,366 

農   地 2,290,000 

キャベツ、スイートコーン 

にんじん、かぼちゃ 

その他野菜 そ の 他 －  

世帯員（構成員）の農作業従事及び 

雇用労働力の状況 
主な家畜の飼養状況 主な農機具の所有状況 

世帯員 

（構成員） 
農業従事者 

（内 15 歳以上 60 歳未満の者） 

雇用労働力 

(年間延日数) 
種 類 数 量 種   類 数量 

男  1人 

農業専従者 
2 人 

( 人) 

－ － － 

トラクター 

スプレーヤー 

プラウ 

トラック 

ハウス 

その他 

５台 

１台 

１台 

２台 

６棟 

１式 

農 

業 

補 

助 

者 

主 と し て

農業に従

事する者 

  人 

( 人) 

女  1人 
従 と し て

農業に従

事する者 

 人 

( 人) 

※農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3項調査書は別紙２  

審議結果 原案可決 



議 案 第 ２ 号－２  農用地等利用集積計画の策定について 

整理 

番号 
２８－２ 

利用権の設定を受ける者 

住    所  ■■■市■■町■丁目■番■号 

氏名又は名称 
■■■■■■■株式会社 

 代表取締役 ■■ ■■ 

利用権を設定する者 

住    所 
 ■■市■■区 

■■■■丁目■番地■■ 

氏名又は名称 
■■■■■■ ■■■■■■■ 

 理事長 ■■ ■■  

利用権を設定する土地 設定する利用権 

所    在 地  番 現況地目 面 積(㎡) 利用権の種類 内  容 

苫小牧市字美沢 105 番 1 畑 48,414 賃借権 普通畑 

設定する利用権 利用権設定等促

進事業の実施に

より成立する利

用権の設定等に

係る当事者間の

法律関係 

始期 
存続期間 

（終期） 
借賃(円) 

(諸経費充当分含む) 
借賃の支払方法 

平成 28年 5 月 2日 平成33年2月 24日
■■■■■■円/年 

(■■■■円/10a) 

毎年 12 月 10 日

までに指定口座

に振込 賃貸借 

利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 

氏 名 又 は 名 称 設立 農作業従事日数 

■■■■■■■株式会社 

代表取締役 ■■ ■■ 
平成 26年 7 月 31 日 － 

設定を受ける土地の面積(㎡) 
現に耕作又は養畜の事業に供し

ている農用地の面積(㎡) 
主たる経営作目 

農   地 48,414 
農   地 277,608 

小麦、馬鈴薯、てん菜 

デントコーン・牧草 
そ の 他 

世帯員（構成員）の農作業従事及び 

雇用労働力の状況 
主な家畜の飼養状況 主な農機具の所有状況 

世帯員 

（構成員）
農業従事者 

（内 15歳以上 60歳未満の者）

雇用労働力 

（年間延日数）
種 類 数 量 種   類 数量 

男  2 人 

農業専従者 
2 人 

(2 人) 

－ － － 

ﾄﾗｸﾀｰ 100PS 

ﾄﾗｸﾀｰ 60PS 

ﾊﾟﾜｰﾊﾛｰ 2.5m 幅 

ﾌﾞｰﾑｽﾌﾟﾚｰﾔｰ 1000L 

ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ 800L 

ﾋﾞｰﾄﾊｰﾍﾞｽﾀｰ4.5t ﾀﾝｸ 

１台 

１台 

１台 

１台 

１台 

１台 

農

業

補

助

者

主 と し て

農 業 に 従

事する者 

   人 

( 人) 

女   人 
従 と し て

農 業 に 従

事する者 

   人 

( 人) 

※農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3項調査書は別紙２  

審議結果 原案可決 



議 案 第 ２ 号－３  農用地等利用集積計画の策定について 

整理 

番号 
２８－３ 

利用権の設定を受ける者 

住    所  ■■■市字■■■■■番地■■■ 

氏名又は名称 
株式会社■■■■■■■ 

 代表取締役 ■■ ■■■ 

利用権を設定する者 

住    所  ■■■市字■■■■■番地 

氏名又は名称 ■■ ■■  

利用権を設定する土地 設定する利用権 

所    在 地  番 現況地目 面 積(㎡) 利用権の種類 内  容 

苫小牧市字樽前 
306 番 2 

306 番 3 

畑 

畑 

8,606  

8,806  

計 17,412

賃借権 普通畑 

設定する利用権 利用権設定等促

進事業の実施に

より成立する利

用権の設定等に

係る当事者間の

法律関係 

始期 
存続期間 

（終期） 
借賃(円) 

(諸経費充当分含む) 
借賃の支払方法 

平成 28年 5 月 1日 平成29年4月 30日
■■■■■■円/年 

(■■■■円/10a) 

12 月末までに■

■氏の口座に振

込 賃貸借 

利用権の設定を受ける者の農業経営の状況等 

氏 名 又 は 名 称 設立 農作業従事日数 

株式会社■■■■■■■ 

代表取締役 ■■ ■■■ 
平成 28年 4 月 1日 － 

設定を受ける土地の面積(㎡) 
現に耕作又は養畜の事業に供し

ている農用地の面積(㎡) 
主たる経営作目 

農   地 17,412 
農   地 － 

スイートコーン 

かぼちゃ 
そ の 他 

世帯員（構成員）の農作業従事及び 

雇用労働力の状況 
主な家畜の飼養状況 主な農機具の所有状況 

世帯員 

（構成員）
農業従事者 

（内 15歳以上 60歳未満の者）

雇用労働力 

（年間延日数）
種 類 数 量 種   類 数量 

男  1 人 

農業専従者 
1 人 

( 人) 

－ － － 

トラクター 

ロータリー 

ハウス 

１台 

１台 

２棟 

農

業

補

助

者

主 と し て

農 業 に 従

事する者 

   人 

( 人) 

女   人 
従 と し て

農 業 に 従

事する者 

   人 

( 人) 

※農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3項調査書は別紙２  

審議結果 原案可決 



その他 

（1）農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の策定について 

整理番号 27-11 

利用権設定を受ける者 ■■市■■■■■番地■    ■■ ■■ 

利用権を設定する者 ■■■市字■■■■番地■    ■■ ■ 

利用権を設定する土地 字美沢 9番 1の内 外 2筆 117,594 ㎡ 

設定する利用権 賃借権 

設定する時期 平成 28 年 4 月 1 日～平成 33年 3月 31 日 

公告日 平成 28 年 3 月 28 日 

（２）農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の期間満了について 

整理番号 25-1 

利用権の設定を受ける者 ■■■市■■町■丁目■番■■号  ■■ ■■ 

利用権を設定する者 ■■■市字■■■■■番地       ■■■ ■■ 

利用権を設定する土地 字樽前 370 番 1 の内   8,591 ㎡の内 7,600 ㎡ 

設定する利用権 解除条件付賃借権 

設定の時期 平成 25 年 5 月 1 日～平成 28年 4月 30 日 

期間満了日  平成 28 年 4 月 30 日 

（３）第２０回農業委員会総会の開催について 

５月３０日(月) 午後２時からの開催を予定。 



別紙１

平成26年4月25日 平成27年4月27日 平成28年4月28日

平成26年3月28日 平成27年3月16日 平成28年3月18日

109（苫15） 138（苫15） 101（苫15）

有限会社 有限会社 有限会社

適　・　否 適　・　否 適　・　否

事業
てん菜・小麦

・スイートコーン・大豆
てん菜・小麦

・スイートコーン・大豆
てん菜・小麦

・スイートコーン・大豆

の
てん菜育成苗販売
・農作業受託

てん菜育成苗販売
・農作業受託

てん菜育成苗販売
・農作業受託

種類

適　・　否 適　・　否 適　・　否

４人（６０） ４人（６０） ４人（６０）

①

② ３人（５４） ３人（５４） ３人（５４）

③

④

⑤

⑦ １人（６） １人（６） １人（６）

適　・　否 適　・　否 適　・　否

２人 １人 １人

⑧ ２人 １人 １人

⑨ ２人 １人 １人

有　・　無 有　・　無 有　・　無

適　・　否 適　・　否 適　・　否

H28.4.1
代表取締役変更

農
業
・
農
作
業
従
事
の
状
況

構

成

員

数

(⑨が「0人」の場合）
農業に常時従事し、かつ、農作業
に従事する重要な使用人の有無

理  事  等  の 総  数

うち農業に常時従事する
構成員数

うち農業に常時従事し、かつ
農作業に従事する者の数

要件を満たさなくなるおそれがある事実
関係（勧告した場合には、翌年に是正状
況等を記載する）

備              考

合                 計

市町村･農業協同組合等

要  件  の  適  否

承認会社

主たる事務所の所在地：

（　　　　　　）（　　　　　　） （　　　　　　）

（投資円滑化法第10条）
⑥

前  々  回  報  告

前    回   報    告

報                 告

合                 計

記載年月日（総会承認日）

田

そ の 他 事 業 名

要  件  の  適  否

総　　　　　　　　数

農地提供者

農作業委託者

農地中間管理機構

農業常時従事者

（うち市町村･農業協同組合系統
の有する議決権）

①～⑥以外の者

議決権の状況

要  件  の  適  否

採草放牧地

経営面積
（ha）

法　　人　　形　　態

要  件  の  適  否

法人の名称：

報                 告

農

業

そ
の
他
事
業

売
上
高

（
円

）

農  畜  産  物  名

関 連 事 業 等 名

前  々  回  報  告

前    回   報    告

畑

報　告　受　理　日

農地所有適格法人要件確認書



様式第５号の３

平成26年3月27日 平成27年5月26日 平成28年4月28日

平成26年3月11日 平成27年5月11日 平成28年3月24日

1.7 1.7 1.7

株式会社 株式会社 株式会社

適　・　否 適　・　否 適　・　否

事業 花卉・野菜 花卉・野菜 花卉・野菜

の 種子販売 種子販売 種子販売

種類

適　・　否 適　・　否 適　・　否

1　（6,300） 1　（6,300） 1　（6,300）

① 1　（6,300） 1　（6,300） 1　（6,300）

②

③

④

⑤

⑦

適　・　否 適　・　否 適　・　否

1 1 1

⑧ 1 1 1

⑨ 1 1 1

有　・　無 有　・　無 有　・　無

適　・　否 適　・　否 適　・　否

農
業
・
農
作
業
従
事
の
状
況

構

成

員

数

(⑨が「0人」の場合）
農業に常時従事し、かつ、農作業
に従事する重要な使用人の有無

うち農業に常時従事する
構成員数

うち農業に常時従事し、かつ
農作業に従事する者の数

要  件  の  適  否

承認会社

市町村･農業協同組合等

農地所有適格法人要件確認書

報　告　受　理　日

前  々  回  報  告

前    回   報    告

報                 告

議決権の状況

そ の 他 事 業 名

（　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

要  件  の  適  否

総　　　　　　　　数

農地提供者

農作業委託者

農地中間管理機構

農業常時従事者

（うち市町村･農業協同組合系統
の有する議決権）

①～⑥以外の者

（投資円滑化法第10条）
⑥

法　　人　　形　　態

要  件  の  適  否

合                 計

要  件  の  適  否

報                 告

合                 計

前  々  回  報  告

前    回   報    告

理  事  等  の 総  数

要件を満たさなくなるおそれがある事実
関係（勧告した場合には、翌年に是正状
況等を記載する）

備              考

記載年月日（総会承認日）

田

畑

採草放牧地

経営面積
（ha）

法人の名称：

農

業

そ
の
他
事
業

売
上
高

（
円

）

主たる事務所の所在地：

農  畜  産  物  名

関 連 事 業 等 名



別紙２ 

農業経営基盤強化促進法第１８条 調査書

 第 22 期第 19 回農業委員会総会 議案第２号－１

（利用権の設定：所有権移転・賃貸借権設定）
譲受（借）人： 

  ㈱■■■■■■■■

譲渡（貸）人： 

■■■■■■ ■■■■■■■

作成者：

■■ ■■

法１８条の条項 判断の理由
不許可

に該当

第２項第６号

（解除条件）
・借人は、農地所有適格法人である。 適応なし

第３項第１号

（基本構想適合）

・借人は、基本構想に掲げる利用権の設定等を受ける者の備

えるべき要件を満たしており、農用地利用集積計画案の内容

が基本構想に適合するものと認められる。

しない

第３項第２号イ

（全部効率利用）

・借人は、新規参入の農地所有適格法人であるが、今後の営

農計画書からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率

的に利用出来るものとみこまれる。

しない

第３項第２号ロ

（農作業常時従事）

・借人は、※農地所有適格法人としての要件を全て満たした

会社であり、従事者が農業及び農作業を行う必要がある日数

について要件に定めるとおり従事すると見込まれる。

しない

第３項第３号イ

（継続的安定的農業経営）
・第２項第６号に規定する者でない。 適応なし

第３項第３号ロ

（法人の場合の常時従事）
・第２項第６号に規定する者でない。 適応なし

第３項第４号

（権利を有しない者の同意）

・利用権の設定等を受ける土地毎に、借人と貸人並びに当該

土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使

用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権

利を有する者のすべての同意を得ている。

適応なし

※参考 農地所有適格法人要件（農地法第 2 条３項）

要 件  判断の理由  適否

形態要件
会社法人（株式会社）であり、株式の全部について譲渡制限

を設けている。（定款）
適

事業要件 主たる事業が農業である。（定款） 適

構成員要件 構成員は、常時従事する個人１名である。 適

役員要件
役員１名のうち１名が構成員であり、常時農業に従事（年間

１５０日以上）すると見込まれる。
適



農業経営基盤強化促進法第１８条 調査書

 第 22 期第 19 回農業委員会総会 議案第２号－２ 

（利用権の設定：所有権移転・賃貸借権設定）
譲受（借）人：

  ■■■■■■■㈱

譲渡（貸）人： 

   ■■■■■■ ■■■■■■■

作成者： 

  ■■ ■■

法１８条の条項 判断の理由
不許可

に該当

第２項第６号

（解除条件）
・借人は、農地所有適格法人である。 適応なし

第３項第１号

（基本構想適合）

・借人は、基本構想に掲げる利用権の設定等を受ける者の備える

べき要件を満たしており、農用地利用集積計画案の内容が基本構

想に適合するものと認められる。

しない

第３項第２号イ

（全部効率利用）

・借人は、農地所有適格法人であり、今後の営農計画書からみて、

耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用出来るものと

みこまれる。

しない

第３項第２号ロ

（農作業常時従事）

・借人は、※農地所有適格法人としての要件を全て満たした会社

であり、従事者が農業及び農作業を行う必要がある日数について

要件に定めるとおり従事すると見込まれる。

しない

第３項第３号イ

（継続的安定的農業経

営）

・第２項第６号に規定する者でない。 適応なし

第３項第３号ロ

（法人の場合の常時従

事）

・第２項第６号に規定する者でない。 適応なし

第３項第４号

（権利を有する者の同

意）

・利用権の設定等を受ける土地毎に、借人と貸人並びに当該土地

について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借に

よる権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する

者のすべての同意を得ている。

適応なし

 ※参考 農地所有適格法人要件（農地法第 2 条３項）

要 件  判断の理由  適否

形態要件
会社法人（株式会社）であり、株式の全部について譲渡制限

を設けている。（定款）
適

事業要件 主たる事業が農業である。（営農計画書） 適

構成員要件

構成員は、常時従事する個人２名と、３年以上の期間を有す

る継続的取引を結んでいる法人 1 社である。法人の議決権は

２５％である。

適

業務執行役員要件

役員３名のうち２名が構成員であり、共に常時農業に従事（年

間１５０日以上）し、農作業に年間６０日以上に従事すると

見込まれる。

適



農業経営基盤強化促進法第１８条 調査書

 第 22 期第 19 回農業委員会総会 議案第２号－３ 

（利用権の設定：所有権移転・賃貸借権設定）
譲受（借）人：株式会社■■■■■■■

       代表取締役 ■■ ■■■

譲渡（貸）人： 

     ■■ ■■

作成者： 

  ■■ ■■

法１８条の条項 判断の理由
不許可

に該当

第２項第６号

（解除条件）
・借人は、農地所有適格法人である。 適応なし

第３項第１号

（基本構想適合）

・借人は、基本構想に掲げる利用権の設定等を受ける者の備える

べき要件を満たしており、農用地利用集積計画案の内容が基本構

想に適合するものと認められる。

しない

第３項第２号イ

（全部効率利用）

・借人は、新規参入の農地所有適格法人であるが、営農計画では

近隣農業者の援助も得られることから、耕作の事業に供すべき農

地の全てを効率的に利用できるものとみこまれる。

しない

第３項第２号ロ

（農作業常時従事）

・借人は、※農地所有適格法人としての要件を全て満たした会社

であり、従事者が農業及び農作業を行う必要がある日数について

要件に定めるとおり従事すると見込まれる。

しない

第３項第３号イ

（継続的安定的農業経

営）

・第２項第６号に規定する者でない。 適応なし

第３項第３号ロ

（法人の場合の常時従

事）

・第２項第６号に規定する者でない。 適応なし

第３項第４号

（権利を有する者の同

意）

・利用権の設定等を受ける土地毎に、借人と貸人並びに当該土地

について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借に

よる権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する

者のすべての同意を得ている。

適応なし

 ※参考 農地所有適格法人要件（農地法第 2 条３項）

要 件  判断の理由  適否

形態要件
会社法人（株式会社）であり、株式の全部について譲渡制限

を設けている。（定款）
適

事業要件 主たる事業が農業である。（定款） 適

構成員要件 構成員は、常時従事する個人１名である。 適

役員要件
役員１名のうち１名が構成員であり、常時農業に従事（年間

１５０日以上）すると見込まれる。
適


